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〈論 説〉

非公開中小会社のための会計基準のあ り方

中小企業庁 ・日税 連 ・会計十協会 の考え方の比較検討

西 川 登
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は じめ に

昨年か ら今年(2002～2003年)に かけて,経 済産業省 中小企 業庁,日 本税 理十会 連合会(日 税

連),お よび日本公認会計士協会(JICPA)か ら,そ れぞれ中小企業(中 小会社)の 会計 に関す る指

針 ・基準が相次いで発表 された。それ らの指針 ・基準 を比較検討す ることにより,株 式非公開の

中小会社のための会計基準のあ り方を考えてい くことが,本 稿の 目的である。

2002年4月 か ら施行 された改正 商法で は,株 式会社 に義務づけ られている計算書類 の公告 に

ついて,従 来の新 聞 ・官報 による もののほかに,自 社 ホームページ等 による電子開示す なわちイ

ンターネ ッ ト開示が認め られるこ とになった(商 法283条5項)。 従来,ほ とんどの株式非公開の

中小会社 は,株 式会社形態 を採 っていて も計算書類(財 務諸表)を 公告せ ず,税 務 目的 を主 に し

た会計 を行 っていた,と いうのが実情 であろう。電子開示制度の導入後 も非公告 に対 する罰則が

ないことに変わ りはないが,近 年のイ ンターネ ットの広範 な普及 と情報開示一般への社会的要請

の増 大す る環境 下で,中 小株式会社で も会計情報の開示が常識化 してい くことが充分考 え られ

る。また,引 き続 く不況下で中小企業 の銀行借 入等 による資金調 達が厳 しくなってい る状況か

ら,中 小企業の間接金融で も会計情報の重要性の認識が広 まるであろ う。 さらに,財 務広告 とし

ての会計1青報開示 は,い かなる技術的方法 によるかに拘 わ らず,直 接金融進展の有力な手段 であ

ることに異論 はないであろうが,イ ンタ0ネ ッ トによって購入者 を募集 して株式 ・社債を発行す

るとい う直接金融 を行 う可能性 が,中 小企業 の前で も道 を広 げつつあ る とい えよう。 ようす る

に,中 小企業 における会計情報の開示や外部報告の重要性 の問題認識が最近急速に高 まる環境 に

なって きた。 この ような状況下で上記の中小企業の会計指針 ・基準が相次いで公表 されたわけで

ある。

さて,本 年(2003年)6月2日 に日本公認会計士協会か ら 「会計制度委員会研 究報 告第8号 」
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として,「 中小会社 の会計のあ り方 に関す る研究報告」が発 表 された。 これ は昨年(2002年)の

「2月 に検討 を開始 し,同 年6月10日 に研究報告の方針等 につ いて経過報告 を行 って……その後

の議論の結果 を取 りまとめた最終報告で ある」 σICPA,2003,ii頂)。 ここで言及 されてい る 「経

過報告」(JlcPA,2002)の 発表 と相前後 して,2002年6月28日 に経済産業省 中小企業庁か ら 「中

小企業の会計 に関す る研究会報告書」が公表 された。 中小企業庁 は,同 年3月 に事業環境部長主

催の 「中小企業の会計 に関する研 究会」 を設 け,そ の後7回 の審議 を重 ねて,こ の報告書 を公表

したのである(中 小企業庁,2002年,概 要1頁)。 中小企業庁の この研究会の審議 に呼応 して,日 本

税理士会連合会(日 本全国15地 域の税理士会が構成する連合会)が,同 年 同月に 「中小会社会計基準

研究会」 を設け,「4月 以 降約6ヵ 月にわたって 中小 会社 の会 計基準 のあ り方 を検討 し」(日 税

連,2002.9,1頁)そ の報告書 として同年9月3日 に 「中小会社 会計基準草案」 を発表 した。 同連

合会 はその後,「 パ ブリック コメ ン トを募 り,同 コメ ン トを検 討 した うえ」(日 税連,2002.12,前

文),同 年12月19日 に 「中小会社会計基準」 を発表 した。

ところで,こ れ までの 日本 におけ る会計研究では,中 小企業の会計が無視 ない し軽視 され続 け

て きた といえよう。本年 の第62回 日本会計研 究学会大会で 「課題研 究委 員会」報告 として 「中

小 会社会計基準に関す る基本研究」 とい う発表が行 われたが(2003.9.10,於:近 畿大学),日 本会

計研究学会 などの会計学関連の学会で中小企業の会計 に関する研究が報告 され ることは従来ほん

どなか った。 また,中 小企業庁 の上記 の研 究報告書 の公表 以前 には,「 會計』 ・「企業会計』・

『JICPAジ ャーナル』 ・『旬刊経理情報』などとい った研究誌 ・専 門誌 に中小企業会計関連 の論文

等が掲載 され るこ ともまれであった。あるいは,中 小企業の会計 に言及 している会計学テキス ト

もほ とん どない。

しか し,「 中小企業 の経済活動に占める規模 は,雇 用 では全体の約7割,付 加価値 では約6割

となっている」(北 川r2003,3頁)。 そ して,「 非一次産業で見た従業者別事業所割合 に 目を向け

る と,1960年 か ら2001年 に至 るまで,従 業 者1～49人 規模 の層 が常 に98%を 占め て きてお

り,従 業員300人 未満で見 る と,約99%に なるな ど,事 業所 総数 のほ とんどを中小規模 の もの

が 占めていた」(中小企業庁編,2003,48頁)。 また,「 法人全体 の産み出す付加価値 に占める中小法

人企業 の割合 は,55～60%付 近で安定的に推移 して きた」(同,49頁)の であ る。「中小企業の成

長が我が国経済の活性化 にとって極 めて重要 なこ と」(同,78頁)を 認識 し,中 小企業の会計 を巡

る現状 を考えれば,中 小会社会計の研究の必要性 は明白であろう。 中小企業庁,日 税連,お よび

会計十協会のそれぞれが,そ の ような問題意識か ら上記 の各会計指針 ・基準等を公表 した とい え

るが,そ れぞれの内容 を以下に検討 してい きたい。

1中 小企業庁 ・日税連 ・会計士協会それぞれにおける中小会社会計の基本的な考え方

1-1中 小企業庁 「中小企業の会計に関する研究会報告書」の基本的な考え方
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2002年6月 に中小企業庁か ら公表された 「中小企業の会計 に関す る研究会報告書」(以 下,「 中

小企業庁報告書」と略記する)で は,「 検討の趣 旨」 として,ま ず次の ような認識 を示 して いる。

「近年,経 済 ・金融情 勢の構造的変化,電 子商取 引の進展,下 請け構 造の変容等,中 小 企業 を巡 る

金融環境や取引構造 は大 きく変化 している。/そ の中で,適 切 な会計 に基づいた計算書類 のディ

スクロージャーに よって,金 融機 関や取引先 の信頼 を得 る ことの重 要性 が高 まってい る。/ま

た,商 法改正(4月 施行)に よ り,イ ンター ネ ッ トによる商法上 の計算書類 の開示が 認め られ,

ディスクロージャーが低 コス トで実施可能 になった」(中小企業庁,2002,概 要1頁 。()内 も原文の

まま。/は 段落替え改行を示す)。そ して,「資金調達先の多様化や,取 引先の拡大 を 目指す 中小企業

に とって望 ましい会計のあ り方 を多面的に検討 した」と(同 頁),研 究報告の趣 旨を説明 してい る。

さらに,「 中小企業庁報告書」 ではS「 公正 なる会計慣行 を斜酌すべ し」 とい う商法の規定(32

条2項)に ついて,「 中小企業 にとっては,「 公正 なる会計慣行」 とは何 かが明確 になってい ると

は思われていない」 とい う見解が述べ られ,「 公開会社 に近年導 入 され てい る 「新 会計 基準」

は,中 小企業には,ど こまで適用すればよいのか,不 透明感がある」 との認識か ら,検 討の必要

性 が説かれている(同2頁 。「 」内も原文のまま)。そ して,中 小企業 の会計 では税法 の影響 が大

きい点 に留意する必要があること,信 頼性 のある適時の記帳が重要であ ること,イ ンターネ ッ ト

公開の意義 と促進策が必要なこと,お よびイギリス ・ドイッ ・米国等で中小企業 に即 した会計が

行われていることを指摘 してい る(同3頁)。 その上で,「 中小企業庁報告書」は,「 債権者 ・取引

先 に有用 な情報 を提供す るものであ り,ま た,経 営者 に理解 しやす く,過 重負担 にな らない こ

と,実 務に配慮 した ものであること」 という中小企業の会計 に対する基本的考 え方 を述べている

(同3,4頁)G

1-2日 本税理士会連合会における中小会社会計の基本的な考え方

日本税理士会連合会(日 税連)は,上 記の 「中小企業庁研 究会報告書 を踏 まえ,よ り一層実務

上 の指針 となる会計基準 のあ り方 を研究 して」(日税連,2002.9,2頁),「 中小会社会計基準」(日税

連,2002.12。 以下,「 日税連基準」と略記)を まとめるに至 った。 この 「日税連基準」 では,「 中小会

社会計基準の設定 について」 とい う前 文で,そ の趣 旨が説 明 されている。そ こでは まず,2002

年4月 か ら施行の改正商法 において株式会社の計算規定が法務省令へ移行 された こと,お よび

ホームページによる計算書類の公告が認め られた ことについて,「 最近相次いで改正 ・新設 され

ている企業会計基準 に対応す るものと考 えられ ますが,そ れ らの基準が中小会社 に対 して も強制

される ものではないか とい う危惧 も生 じています」 と(日 税連,2002.12,前 文),最 近の会計制度

改革に対す る危機感が表明 されている。そ して,「 日税連基準」の冒頭で 「証券取引法の規定の

適用を受けない中小会社 に対 して,… …複雑で手数のかかる会計基準 を強制 させることは……中

小会社 に過重 な負担 を強い るこ とにな り,結 果的に経営 を阻害することにもな りかねない」 との

見解が示 されている(同,1頁)。
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日税連 は,「 計算書類 の公告 の弾力化 は,中 小会社の財務 内容の 開示が重視 されているこ とを

意味 してい ます」 との認識 を示 し(同,前 文),そ のうえで,「 日税連基準」 が 「実務 に定着す る

ことにより,商 法上の 「公正 なる会計慣行」又 は法人税法上の 「一般 に公正妥当 と認め られる会

計処理の基準」 として認め られることが期待 されてい ます」 と(同,前 文。r」 内も原文のまま),

基準作成 の目的を述べている。同基準で は,「 中小会社が商法 に準拠 した会計処理 を具体 的に行

うに当たっては,中 小会社 における事業の特殊性,会 計処理能力,下 請取引構造 の変化,計 算書

類 のインターネ ットによる公開 ・電子商取引の進展等 に対応す る必要がある」 との基本的な考 え

方が示 されている(同,1頁)。 「日税連基準」 は,特 に法人税法 を重視 し,「 より強制力 を有す る

法人税法 における計算規定 も,会 計基準 として合理性が認め られれば,公 正 なる会計慣行に該 当

す る もの として取 り扱 う必要がある」 としてい る 個,1頁)。 そ して,「 この基準 に定めの ない

事項 については,商 法及 び商法施行規則 のほか,企 業会計原則,法 人税法(取 扱通達を含む。)等

の定めのうち,中 小会社 の計算書類の作成上合理性のある ものを参酌す ることに留意する」 と書

かれている(同,1頁 。()内 も原文のまま)。

1-3日 本会計士協会における中小会社会計の基本的な考え方

2003年6月 に日本公認会計士協会(以 下,会 計士協会と略記)が 公表 した 「中小会社 の会計 のあ

り方 に関す る研究報告」(以 下,「 会計士協会報告」と略記)で は,ま ず,こ の研 究報告の趣 旨につ

いて次のように記 してある。それは,電 磁 的方法に計算書類の公開 という 「新 しい開示制度を受

けて,中 小会社 における現在の会計慣行,商 法及び税法 との関係,さ らには中小会社 の特性等 を

考慮 した上で,不 特定多数の利害関係者 に利用 されることが期待 されている計算書類を作成す る

ための中小会社の会計のあ り方について,会 計制度委員会 において研究 を行い,そ の結果 をここ

に報告する」 とい うことであ る(JICPA,2003,は じめに)。 この 「会計士協会報告」 は,「1中 小

会社の会計のあ り方」 と 「II個 別項 目の会計処理」 との2部 構成 になっているが,ま ず基本的

な考 え方 を記 した1の 総論部分 をみてい く。

総論部分では,「 中小会社 の会計のあ り方の検討の必要性」 として,「 会計処理方法には多様の

実務が混在」 とい う現状認識 を示 し(JICPA,2003,1頁),「 利害 関係者 を含 む不特 定多数の人 々

によって閲覧 される計算書類が,統 一された会計基準に準拠 して財政状 態及 び経営成績 を適正 に

表示」すべ き旨を述べ(同 所),適 正 な計算 書類が 「経営者 自身の的確 な意思 決定 及び金融機 関

の融資のため等 中小会社 の成長発展に も不可欠である」 と説いている(同 所)。

会計十協会は,約1年 前に発表 した 「経過報告」で は,「 会計基準 は一つであ るべ きという考

え方」(JICPAジ ャーナル,2002.8,85頁),い わゆ る 「シングル ・ス タンダー ド論」(加 藤発言等,

JICPAジ ヤーナル,2002.10,22-24頁)を 非常 に強調 し,「 申小会社 の会計基準のあ り方 を明確 にす

る必要 が あ る場合 は,企 業会計 基 準 委員 会 が行 うべ きもの」 と し,中 小 会社 の会 計基 準 も

「デ ュー プ ロセ ス に よっ て カバ ー さ れ る もの と思 わ れ る」 と述 べ て い た(JICPAジ ヤー ナ
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ル,2002.8,84頁)。 しか し,最 終報告た る 「会計士協会報告」では,「 会計基準 は,会 社 の規模

に関係 な く一つであ るべ きであるが,… …中小会社 の特性 を考慮 して,そ の適用方法 に簡便法等

を認め,あ るいは税法基準及び商法 の観点か らも特別 の配慮 を認めるという考 え方を採用す るこ

とに した」 と(JICPA,2003,5頁),シ ングル ・ス タンダー ド論 の立場 に変化 はない ものの,そ の

主張は トー ンダウンして,デ ュープロセスに関する言 及 も姿 を消 した。

「会 計士 協会 報告」で は,特 に 「税 法 基準 と中小 会社 の会 計 との 関係」 を考 慮 して(同,4

頁),そ の点 を次のように記 している。

「・ 現行 の個別の会計基準 には明文規定 はないが,法 人税法 に規 定が あるもの(例:固 定資産

の耐用年数)に ついては,会 計処理上 も妥 当と思 われる範囲内においてそれ を利用す る。

・ 現行 の個別 の会計基準 の計算方法 と異 なるが,法 人税法 に定め る計算方法 を用いて も会

計基準 の趣 旨に反 しない と思われる もの(例:各 ・種引当金の計算方法)に ついて は,会 計処

理上 も一種 の簡便法 として利用する。」(同,5頁)

また,「 財政状態及び経営成績 に与 える影響 は小 さいケース」の場合 には 「一般 に公正妥当 と

認め られる企業会計 の基準 を厳密に適用する必要 はな く,簡 便法等 にる処理が認め られる」 とし

ている(同,5,6頁)。 そ して,「 本研究報告 は,… …会計基準 は会社 の規模 に関係 な く一つであ

るべ きとす る考 え方を採用 して も,簡 便法を容認す ること等によ り,中 小会社の会計処理手続 に

おける経済的 ・人的負担 が特 に増 えないと考 えている」 と述べ ている(同,6頁)。

2中 小企業庁 ・日税連 ・会計士協会の各指針 ・基準の概要

経済産業省中小企業庁 「中小企業の会計 に関す る研 究会報告書」,日 本税理十会連合会 「中小

会社会計基準」,お よび日本公認会計十協会 「中小会社 の会計 のあ り方に関す る研究報告」それ

ぞれの指針 ・基準 を適当に要約 して表 にまとめ,次 に掲げる。

《表》 中小企業庁 「中小企業の会計に関する研究会報告書」 ・日本税理士会連合会 「中小会社会計基準」 ・日

本公認会計士協会 「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」の概要

i

経済産業省中小企業庁 日本税理士会連合会 「中 日本公認会計士協会 「中
「中小企業の会計 に関す 小会社会計基準」 小会社の会計のあ り方に
る研究会報告書」 関する研究報告」

発表年月日 2002年6月10日 2002年12月19日 2003年6月2日

1 目的 ◎ 「資金調達の多様化や ◎ 「この会計基準は,中 ◎ 「中小会社の場合 に

(1) (目 的) 取引先の拡大を目指す中 小会社の経営実態を明ら は,会 計処理方法には多

[1-1] [中小 会 社 の会 小企業が,商 法上の計算 か に し,か つ,会 社 債 権 様の実務が混在」

計のあ り方の検 書類 を作成するに際 して 者や取引先をはじめ とす ◎ イ ン ター ネ ッ ト開 示 に

討の必要性] 準拠することが望ましい る計算書類の利用者に よ り,「今後は中小会社

会計のあ り方を明 らかに とって必要十分 な情報開 の開示が積極的に行われ

することを検討の 目的と 示 を行 うこ とを目的 と るこ とが期待 され てい

す る 。」 し,商 法上の計算書類 を る 。」
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作成するに際 して準拠す

べき事項 を定めることと

する。」

◎ 「不特定多数の人々に

よって閲覧される計算書

類が統一・された会計順 に

準拠 して…」「中小 会社

の会計を明確 にする必要

性が問われる…」

◎ 「経営者 自身の的確 な

意思決定及び金融機関の

融資のため等中小会社の

成長発展にも不可欠であ

る。」

[1-2] [中小 会社 の 会

計のあ り方 を検

討する主体]

◎ 「中小会社の会計のあ

り方 を明確にする必要が

ある場合には,企 業会計

基準委員会が行うべ きも

のと考えられる。」

2

(2)

[13]

対象 となる会社

(対象 とな る会

社)

[中 小 会社 の 範

囲]

◎ 「商法特例法上の小会

社(資 本金の額が1億 円

以下の株式会社)で 株式

の公開を当面 目指 してい

ない会社を対象 とす る。

公開会社,商 法の特例

法上の大会社の子会社は

対象外 とする。」

◎ 「証券取引法お よび株

式会社の監査等に関する

商法の特例に関する法律

第2条 の適用 を受ける会

社以外の会社 を対象 とす

る。」

●有 限 会社,合 名 会

社,合 資会社等 も,こ

の会計基準 によること

がで きる。」

◎ 「対象 とする中小会社

の範囲は,… …商法上の

中会社お よび小会社 とす

る。 なお,有 限会社,合

資会社及び合名会社につ

いても本研究報告を参考

に会計処理をすることが

望 ましい。」

◎対象外の中小会社

ア.み なし大会社

イ.証 券取引法に基づ く

監査対象の会社

ウ.株 式公開予定の会社

工.任 意監査を受けてい

る会社

オ.連 結財務諸表作成会

社の子会社又は持分法

適用会社

3

[1-4]

判断の枠組み

[中小 会社 の特

性]

◎ 「利用 者,特 に債 権

者,取 引先にとって有用

な情報 を」

◎ 「経営者にとって理解

しやすい」「自社 の経営

状況の把握に役立つ」

◎ 「過 重負 担 に な らな

い」

◎ 「現行の実務に配慮」

◎ 「環 境 や業態 に応 じ

た,選 択の幅を有する」

簡便な代替方法 を認める

◎ 「中小会社は,一 般的

には,株 主や債権等の利

害関係者が固定的で,か

つ少な く閉鎖的」

◎ 「所有と経営の分離が

行われていない」「内部

統制 も余 り整備 されてい

ない」

◎会計作業に投入 しうる

「人員や経済的負担 能力

に限界」

4 中小企業の計算 ◎ 「中小企業の計算書類 ◎ 「中小会社の計算書類 ◎税法基準が広く浸透し
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書類作成の基本 は,会 社債権者や取引先 は,配 当可能利益を適正 ている事実などを配慮

的考え方 をはじめとする計算書類 に表示するとともに,そ ◎ 「会計基準は,会 社の

(5) (計算書類作成 の利用者にとって必要十 の経営に資するために必 規模に関係なく一つであ

の基本的な考え 分な程度に,会 社の財政 要な情報を提供 し,も っ るべ きであるが」「中小

方) 状態および経営成績につ て会社債権者や取引先を 会社の特性 を考慮 して」

[15] [本研究報告 の いて真実の外観を示す も はじめ とする計算書類の 「簡便法等を認 め,あ る

基 本 的 な 考 え のでなければならない。」 利用者にとって必要十分 いは税法基準及び商法の

方] な程度に,当 該会社の財 観点からも特別の配慮を

政状態及び経営成績を的 認める」「簡便法 を容認

確 に示すものでなければ する こと等 によ り」「経

な らな い 。」 済的 ・人的負担が特に増

えない」

5 会計方針の変更 ◎ 「会計方針を変更する ◎ 「複数の会計処理方法

場合,そ の変更によって が存する場合は,会 社の

会社の財産および損益の 実態 に応 じ,適 正な利益

状況をより正確に表示す 計算が行われるように適

ることを目的 としていな 切に選択す る。」

け れ ば な らな い 。」 ◎ 「会計処理の方法の変

(s) (会計処理方法 更は,会 社の財産及び損

の選択 と変更) 益の状況 をより正確に表

示するためのもの等,合

理的な理由がなければ行

う こ とが で きな い 。」

●変更が認められる場

合は,法 人税法施行令

等 により,評 価方法の

変更が承認された場

合,そ の他合理性があ

る 場 合 。

(7) (時価の意義) ◎ 「時価 とは,公 正な評

価額をいう。その評価額

は,市 場価格を有するも

のについては,そ の価格

を参酌して算定した価額

をいい,市 場価格 を有 し

な い もの につ い て は,そ

の資産の現況に応 じて合

理的に算定した価額をい

う 。」

●市場価格を有しない

資産の評価
・売買 目的有価証券一

法人税法施行令及び法

人税法基本通達によ

る 。

・非公開株式 ・棚卸資

産一法人税法基本通達

に よる 。
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・その他の資産一譲渡

の際に通常付 される価

額

6 金銭債権 ◎ 「金銭債権の評価額 ◎ 「金銭債権は,そ の評 ◎現行の会計基準一取得

(8) (金銭債権) は,そ の債権金額を付 さ 価額を付 さなければなら 価額で貸借対照表に表

[II-1] [債権金額 と取 なければならない。ただ ない。ただ し,債 権金額 示。取得価額と債権価額

得価額の差額の し,債 権金額 より高い代 より高い代金で買い入れ の差額が金利調整ならば

処理] 金で買い入れたときは相 たときは相当の増額を, 償却原価法を適用(金 融

[II21] [ヘ ッジ有 効 性 当の増額を,低 い代金で また,低 い代金で買い入 商品会計基準第三,一 及

判定 の時期 ・頻 買い入れた時その他相当 れたときその他相 当の理 び注解注5,金 融 商 晶会

度] の理由がある時は相当の 由があるときは相 当の減 計実務指針第105項)。

減額 をす るこ とが で き 額 を す る こ とが で きる 。」 ◎ 「重要性がない場合に

る 。」 ◎ 「市場価格のある金銭 は,償 却原価法 を採用 し

◎ 「市場価格のある金銭 債権については」時価評 な い こ とが で き る。」

債権については」時価評 価が可能 ◎現行の会計基準一最低

価が可能 ◎ 「デリバティブ取引に 限,6ヵ 月 に1回 程 度,

◎ 「デリバティブ取引に より生 じる正味の債権 ・ 有効性の評価(実 務指針

より生 じる正味の債権 ・ 債務は時価で評価する。 第146項)

債務は時価で評価する。 但 し,専 ら リス クヘ ッ ジ ◎中小会社では有効性判

但 し,専 ら リス クヘ ッ ジ を目的とするのものにつ 定の事後テス トは1年 ご

を目的とするのものにつ いては」ヘ ッジ対象 とデ とにで きる。(法 人税 基

いては」ヘ ッジ対象 とデ リバティブを一体 で評価 本通達)

リバティブを一体で評価

7 貸倒引当金 ◎ 「金銭債権について, ◎ 「法的に債権が消滅し ◎現行の会計基準一 「将

(9) (貸 倒 損 失 ・貸 取立不能のおそれがある た場合のほか,回 収不能 来の特定の費用又は損失

倒引当金) 場合には,取 立不能見込 な債権がある場合は,そ で…引当金 として計上し

CII19] [貸倒 引 当 金 の 額を貸倒引当金として控 の金額を債権金額から控 なければならない(会 計

計上基準] 除しなければな らない。」 除しなければな らない。」 原則注解注18)。 債権の

◎個別の債権ごとに評価 ●債 権 消 滅 ・回 収 不 貸倒見積高は,そ の区分

◎ 「特定の種類の集団的 能一例えば法人税法基 に応 じてそれぞれ次の方

な金銭債権」は実績率に 本通達の例 法 〔省略〕による(金 融

よる一括評価 を 「適正か ◎貸倒懸念のあるものは 商 品 会 計 基 準 第 四,

つ合理的である限 り」認 取立不能見込額を貸倒引 二)。 」

め る 。 当金として控除 ◎中小会社では 「法人税

●貸倒懸念一例えば法 法の規定する貸倒引当金

人税法 ・法人税法施行 の繰入限度額が計上され

令の場合 ている場合は,明 らかに

◎その他のものは実績率 不足する場合 を除 き,妥

による一括控除が可能 当 な もの とす る。」

●実績率は法人税法施

行令によることも可

(lo) (外貨 建 取 引 ・ ◎ 「外貨建取引を行った ◎現行の会計基準一 「外

外貨建資産等の 場合 には,そ の金額の円 貨建取引会計基準は,外

換算) 換算額は,そ の外貨建取 貨建取引の発生時におけ

[II-23] [外貨換 算の会 引を行った時における外 る円換算額による記帳,

計処理] 国為替の売買相場により 決算時における円換算評

換算 した金額 とする。」 価額等,外 貨建取引に係
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◎債権 ・債務は発生時換 る会計処理の方法を総合

算法又は期末時換算法。 的に規定 している。」

但 し,保 有期間1年 未満 ◎中小会社では 「明らか

なら期末時換算法 に重要な差額が生じる場

◎有価証券は売買目的な 合を除いて,法 人税法の

ら期末時換算法,そ れ以 規定による会計処理を行

外は発生時換算法 う こ と も認 め られ る。」

◎外貨預金は債権 ・債務

に同じ

◎外国通貨は期末時換算

法

●各用語の定義は原則

として法人税法による

● 「1年未満」か否か

は期末時点で判定

8 有価証券 ◎ 「有価証券の評価基準 ◎ 「有価証券の取得価額 ◎売買目的有価証券とし

(--) (有価証券) は,原 価 法 を用 い る 。 市 は,取 得代価及び取得に ての分類の判断は 「中小

[II-一 一2 [売買 目的 有 価 場価格のある有価証券に 要 した費用の合計 とす 会社においては経営者の

証券の処理] つ い て は,原 価 法,低 価 る 。」 意図を基礎 とすることが

[II3] [その 他 有 価 証 法又は時価で評価するこ ●有価証券一原則 とし で きる 。」 「な お,法 人税

券の処理] とが で きる 。」 て法人税法に定めるも 法上は,専 担者が短期売

CII4] [市場 価 格 の あ ◎ 「取得原価の評価方法 の 買 目的で取得 したもの及

る有価証券の減 は,総 平均法,移 動平均 ◎移動平均法又は総平均 び短期売買目的で取得し

損処理] 法等一般に認め られる方 法による原価法で評価 たものである旨を帳簿書

[II-5] [市場 価格 の な 法 に よ る 。」 ◎市場価格があれば時価 類に記載 したものを売買

い有価証券の減 ◎原価法で強制評価減の 評価可能。子会社株式は 目的有価証券と定義して

損処理] 適用 取得価額 いることに留意する必要

CII-6] [ゴ ル フ会 員 権 ◎売買目的有価証券は時 ◎市場価格がなく発行会 が あ る 。」

の減損処理] 価 社の資産状態が 「著 しく ◎その他有価証券の時価

悪化 した ときは,相 当の と簿価との差額に重要性

減額を しなければならな がなければ 「時価評価は

い 」 要 しな い 。」

●1株 当た り純資産額 ◎市場価格 のあ るorな

の50%以 上下落 い有価証券の減損処理に

◎強制評価減の適用 際する時価or実 質価額

●時価 の50%以 上下 の著 しい下落or低 下 の

落 判断は 「法人税法の取扱

◎売買目的有価証券は時 い と同じ判定基準 を採用

価 す る こ とが で きる 。」

●売買目的有価証券一 ◎ゴルフ会員権の著 しい

時価変動で利益を得る 下落の判 断は概 ね50%

目的のもの。期末時保 超下落

有のものを銘柄 ごとに

区分 。

9 棚卸資産 ◎ 「棚卸資産の評価基準 ◎ 「棚卸資産の取得価額 ◎現行の会計基準一個別

(12) (棚卸資産) は,原 価法又は低価法を は,購 入代価又は製造費 法}先 入先出法,後 入先

[II-7ユ [た な卸 資 産 の 用 い る 。」 用,販 売等に供するため 出法,平 均原価法(総 平

1 評価方法] ◎ 「評価 方法 は,個 別 に直接要する付随費用等 均法又は移動平均法)及
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[H-8] [たな 卸 資 産 の 法,先 出先出法,後 入先 の合計額とする。購入代 び売価還元原価法等が認

評価損の計上方 出法,総 平均法,移 動平 価に比較して少額な付随 められる(会 計原則注解

法] 均法等,一 般 に認められ 費用等は,取 得価額に算 注21)。

る方法を用いて行 う。」 入 しな い こ と が で き ◎ 「上記の方法のほか法

◎ 「原価法を採用した場 る 。」 人税法で規定されている

合 において,棚 卸資産の ●棚卸資産一原則 とし 単純平均法及び最終仕入

時価が取得価額より著し て法人税法に定めるも 原価法 も,重 要な評価益

く低い時は,将 来回復の の の計上などの著 しい弊害

見込みがある場合を除い ●非算入付随費用一購 があると認め られる場合

ては,時 価で評価 しなけ 入代価の概ね3%以 を除 き,妥 当な方法とし

れ ば な ら な い 。」 内 て取 り扱 う」

◎ 「棚卸資産の取得原価 ◎ 「個 別 法,先 入 先 出 ◎現行の会計基準一強制

は,購 入代価又は製造原 法,後 入先出法,総 平均 評価減の摘要(会 計原則

価に引取費用等の付随費 法,移 動平均法,単 純平 第三,五A)

用 を加算する。」 均法,最 終仕入原価法若 ◎評価損の計上について

しくは売価還元法による 中小会社のための簡便法

原価法又は低価法及びそ は 「特に設ける必要はな

の他の方法 により評価す い 」

る 。」

●その他 の方法一例え

ば法人税法で承認を受

けたもの

◎強制評価減の適用

●時価 の50%以 上 下

落のほか,「取 引に重

要な影響 を与 える場

合」

10 固定資産 ◎ 「減 価 償 却 は,定 率 ◎ 「取得価額は,購 入代 ◎現行の会計基準一定額

(13) (固定資産) 法,定 額法その他の方法 価又は製造費用,… …直 法,定 率 法 な どの採 用

CII‐lob [有形 固定 資産 に従い,毎 期継続 して, 接要した費用等の合計額 (会計原則第三,五)。

の減価償却] 規則的な償却を行う。」 とす る 。」 ◎ 「法人税法の規定によ

[II11] [租税特別措 置 ◎少額資産は費用処理も ◎少額資産は費用処理も る償却限度額を減価償却

法 による特 別償 可 可 費 として計上 している場

却] ◎ 「予測できなかった著 ●固定資産一原則 とし 合は,会 計上 も妥当なも

[II12] [圧縮記帳コ しい資産価値の下落が て法人税法に定めるも の と認 め られ る。」

あった際には,減 損額の の ◎現行の会計基準一特別

控除をせねばならない。」 ●圧縮記帳も可 償却のうち一時償却は利

◎ 「減 価 償 却 は,定 率 益処分,割 増償却は,合

法,定 額法その他の方法 理的である限 り,正 規の

に従い,毎 期継続 して, 減価償却。

規則的な償却を行 う。」 ◎ 「特別償却額のうち一

◎耐用年数は会社が決定 時償却は,金 額的な重要

し,継 続 して適用 性が乏 しい場合,正 規の

●耐用年数一省令によ 減価償却 とすることがで

ることも可 き る 。」

◎減損額の控除をせねば ◎現行の会計基準一圧縮

ならない 記帳を認める(会 計原則

●減損一市場価格が取 注解注24)
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得価額 の50%以 上下落 ◎簡便法を設ける必要な

の場合 し

[II13] [ソ フ ト ウ ェ ア ◎現行の会計基準一研究

の会計処理] 開発該当部分は研究開発

費 として費用処理。非該

当部分は,受 注制作なら

請負工事に準 じ,市 場販

売 目的 ・社内利用は無形

固定資 産。合理 的 に償

却 。

◎中小会社では 「法人税

法の定める償却方法を採

用 す る こ とが で きる 。」

(14) (のれん) ◎ 「の れ ん(営 業 権)

は,有 償で譲 り受け又は

吸収分割若しくは合併に

よ り取 得 した場合 に限

り,そ の取得価額で資産

と して計 上 で きる 。」

◎5年 以内に均等額以上

償却 〔「草案」にはのれ

んに関する規定は無し〕

11 繰延資産 ◎ 「繰 延 資産 は,創 立 ◎ 「創 立 費,開 業 準 備 ◎現行の会計基準一創立

(15) (繰延資産) 費,開 業準備費,試 験研 費,試 験 研 究 費 ・開 発 費,開 業 費,新 株 初 公

II-16] [繰延資産の会 究費 ・開発費,新 株発行 費,新 株発行費,社 債発 費,社 債発行費,社 債発

計処理] 費,社 債発行費,社 債発 行費,社 債発行差金及び 行差金,開 発費,試 験研

[II--17] [研究 開 発 費 の 行差金及び建設利息を計 建設利息は,繰 延資産を 究費及び建設利息(会 計

会計処理] 上 す る こ とが で きる 。」 計 上 す る こ と が で き 原則第三,四(一)C)

る 。」 ◎中小会社の簡便法は不

◎商法規定の年数以内に 要 。

均等額以上の償却 ◎現行の会計基準一研究

◎税法上の繰延資産は長 開発費はすべて発生時に

期前払費用等として計上 費用処理(研 究開発費等

可 会計基準三)

◎長期前払費用等は 「支 ◎中小会社 では,「 商法

出の効果が及ぶ期間に応 施 行規 則(第37条)に

じて償却 しなければなら 従って繰延資産として処

な い」 理 す る こ とが で き る。」

●償却期間は法人税基

本通達によることも可

◎長期前払費用等は 「減

損額の控除をせねばなら

ない 」

●価値 が50%以 上 下

落の場合

12 引当金 ◎ 「将来の費用又は損失 ◎ 「将来発生する可能性 ◎現行の会計基準一 「将

(16) (引当金) が特定されその発生原因 の高い費用又は損失が特 来の特定の費用又は損失
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[II18] [賞 与 引 当 金 の が当期以前の事象にあ 定 され,そ の発生原因が であって,発 生原因が当

計上基準] り,費 用又は損失の発生 当期以前の事象にあ り, 期以前の事象に起因し,

の可能性が高 く,認 定金 かつ,設 定金額の見積 も 発生の可能性が高 く,か

額の見積 もりを合理的に りを合理的に行えるもの つその金額を合理的に見

行 い う る もの で,か つ, については,そ の見積金 積 もることがで きる場合

法的債務性のあるものに 額 を引当金に繰入れ,貸 には,引 当金として計上

ついては,引 当金等を計 借対照表の負債の部に計 しなければならない(会

上 しなければならない。」 上 しな け れ ば な ら な 計原則注解注18)。」

◎ 「法的債務性のない も い 。」 ◎中小会社では 「賞与引

のは,重 要性の高いもの ◎ 「法的債務性のあるも 当金が従来の法人税法に

につ い て は計 上 す る。」 のについては,未 払費用 定められた支給対象期間

等として貸借対照表の負 基準による計算方法等を

債の部に計上する。」 参考にして計上されてい

●具体例一返品調整引 る場合 には,明 らかに不

当金,製 品保証等引当 足する場合を除き,妥 当

金,賞 与引当金,退 職 な もの とす る 。」

給与引当金,修 繕引当

金,返 品債権特別勘定

等

●退職給与引当金を除

き,平 成10年 度改 正

前の法人税法の繰入額

によるも可

ユ3 退職 給 与 引 当 ◎ 「将来の追加拠出の可 ◎ 「将来の追加拠出の可 ◎現行の会計基準一 「…

金 ・退 職給 付債 能性がある退職給付制度 能性がある退職給付制度 退職給付債務に,見 認識

務 を採用 して いる会社 に を採用 して いる会社 に 過去勤務債務及び見認識

(17) (退職給与 引当 あっては,自 己都合期末 あっては,当 該事業年度 数理計算上の差異を加減

金 ・退職給付債 要支給額のうち,将 来の の自己都合等による期末 した額から年金試算の額

務) 在職年数等を考慮した現 要支給額の うち,将 来の を控除した額を退職給付

[II20] [退職給付 債務 在価値と考えられる金額 在職年数等を考慮した現 に係る負債(退 職給付引

の計上基準] について,企 業の実態に 在価値と考えられる金額 当金)と して計上する。

応じて退職給与引当金を か ら年金試算 を控除した ただし……小規模企業等

計上するか,退 職給付債 残額を会社の実態に応 じ における簡便法の採用が

務から年金試算等を控除 て退職給与引当金 として 認められる」

した額を計上する。」 負債 に計上する。」 ◎実務指針での従業員数

●会社の実態一従業員 300人 未満の企業の簡便

の勤続年数,早 期退職 法一

勧告の有無等 ①退職一時金の場合

●原則として要支給額 ア 適用初年度期首の

の100%,実 態 に 応 じ 比較指数を期末自己

て50%～100% 都合要支給額に乗じ

◎ 「退職規定が無 く,退 た額

職金等の支払いに関する イ 期末自己都合要支

合意も存在しない会社に 給額に割引率 ・昇給

おいて,将 来の退職金支 率の各係数を乗じた

払いの可能性が高 く,設 額

定金額の見積もりを合理 ウ 期末自己都合要支

的に行うことがで き,か 給額
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つ,重 要性の高い ものに ②企業年金の場合

ついては,退 職給与引当 ア 適用初年度期首の

金 を計上する。」 比較指数を直近の責

◎ 「追加拠出が生 じない 任準備金に乗じた額

制度を採用 している会社 イ ①イ又は① ウの金

にあっては,毎 期に支払 額と直近の責任準備

うべき掛金を費用処理す 金の合計額

る 」 ウ 直近の責任準備金

の額

14 リース取引 ◎ 「通常中小企業が行っ ◎ 「通常中小企業が行っ ◎現行の会計基準一 ファ

(18) (リ ー ス 取 引) て い る 一 般 的 な リー ス取 て い る一 般 的 な リー ス取 イ ナ ン ス リー ス は原 則 と

[II22] [リ ー ス 取 引 の 引」〔所 有権移転の フ ァ 引J〔 所有権移転の ファ して売買取引に準 じ,所

会計処理及び注 イナンスリース以外の取 イナンスリース以外の取 有権移転外 ファイナンス

記] 引〕は,「賃貸借 取引 と 引〕は,「賃貸借取 引 と リースは注記を付 して賃

して処理する。」 して処理する。」 貸借処理 も可。

◎ 「事実上物権の売買と ◎ 「事実上物権の売買と ◎中小会社の所有権移転

同様の状態にあるとみな 同様の状態にあると認め 外 フ ァイ ナ ン ス リー ス は

される場合,原 則として られ る場 合,原 則 と し 「詳 細 な注 記 が な く と

売買取引として処理す て,売 買取引 として処理 も,賃 貸借処理 を行うこ

る 。」 し な け れ ば な らな い 。」 と が で き」,オ ペ レ ー

テ ィングリースは注記不

要

「草 案」 に あ っ た 「収

益 ・費 用(損 失)の 範

囲」の規定が なくなって

い る 。

15 費用 ・収益 の計 ◎ 「一定の期 間に企業が ◎ 「一会計期間に属する

上 獲得 した収益 と,そ れを すべての収益 とこれに対

(19) (収 益 ・費 用 の 獲得するために費やされ 応する総ての費用を計上

計上) た費用 とを対応させなけ しなければならない。」

れ ば な らな い 。」 ◎ 「収益の計上基準は,

◎ 「費用の計上基準は, 実 現 主義 を原則 とす

発生主義 を原則 とする。」 る。」「確実性 に応 じ」工

◎ 「収益の計上基準は, 事進行基準,収 穫基準,

実現 主義 を原 則 とす 回収基準 も可。

る。」「確実性に応 じ」工 ●計上時期は法人税基

事進行基準,収 穫基準, 本通達 によることも可

回収基準 も可。 ◎ 「費用の計上基準は,

◎ 「各種資産の取得価額 発生 主義 を原則 とす

について,当 期の収益獲 る 。」

得に対応する部分につい ●償却費以外は,法 人

ては,損 益計算書の費用 税法上の債務確定基準

の部に,次 期以降の収益 によることも可

獲得に対応する部分につ ◎ 「各種資産の取得価額

いては貸借対照表の資産 について,当 期の収益獲

の部に計上する。」 得に対応する部分につい

ては,損 益計算書の売上
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原価又は費用の部に,次

期以降の収益獲得に対応

する部分については貸借

対照表の資産の部に計上

す る 。」

●同種取引に利益操作

目的で異なる基準の適

用は不可

●無償 ・低額での資産

の譲渡 ・役務の提供,

資産の譲り受けの収益

額は,決 算調整か申告

調整で処理する。

16 経過勘定項目 ◎ 「重要性の乏 しいもの ◎ 「重要性の乏 しいもの ◎ 「重要性の乏しいもの

(20) (経過勘定) は,経 過勘定項 目として は,経 過勘定項目として は,経 過勘定項目として

CII9] [経過勘定項 目] 処 理 しない こ とが で き 処理 しない ことが で き 処理 しないことができる

る 。」 る 。」 (会 計 原 則 注 解 注1

(2))。」中小会社 の簡便

法は必要はなし

(21) (資 本 金 ・剰 余 ◎ 「資 本 金,資 本剰 余

金) 金,及 利益剰余金に区分

す る 。」

◎資本剰余金は資本準備

金とその他資本剰余金に

区分,利 益剰余金は利益

準備金と任意積立金と当

期未処分利益(未 処理損

失)に 区分

● 「資本金及び資本剰

余金減少差益,自 己株

式処分差益等は,そ の

他資本剰余金の増減項

目 とす る。」

●自己株式は取得価額

で資本の部に控除

17 税効果会計 ◎ 「税効果会計は,会 社 ◎ 「一時差異等の重要性 ◎現行の会計基準一法人

(22) (税効果会計) の状況に応 じて,金 融機 が低い場合には,税 効果 税等の一時差異を適切 に

[II14] [税効果会計摘 関や取引先との関係 も踏 会計を採用する必要はな 配分して計上。財務諸表

要の適否及び注 まえた上で,必 要な場合 い 。」 に必要事項を注記(税 効

記事項] には採用する。」 ◎ 「回収の確実性が疑問 果会計基準第二,第 四,

視 される場合 には,繰 延 同注解注5,注8)

税金資産を計上 しないこ ◎中小会社では 「重要性

と とす る。」 がない場合は税効果会計

◎ 「重要性のある場合に を適用する必要がない。

は,税 効果会計を採用す また,中 小会社において

る 。」 は,税 効果会計に関する

●繰延税金資産 ・繰延 注記 を省略することがで
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税金負債 を計上する場 き る 。」

合,主 な内訳を注記する

●重要性が低い一当該

差異が小さいか翌期等

で解消

18 キ ャ ッ シ ュ フ ◎ 「キ ャ ッシ ュ フ ロ ー 計 ◎ 「キ ャ ッシ ュ フ ロ ー計

ロー計算書 算書は,経 営判断の基礎 算書は,経 営判断の基礎

(23) (キ ャ ッ シ ュ フ として作成することが望 として作成することが望

ロー計算書) ま し い。」 ま し い 。」

● キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計

算書に代 え,「資金繰

り表などの簡易な方法

よ る こ とが で きる 。」

19 注記事項 ◎ 「重要な会計方針の注 ◎ 「次の事項は,注 記 し

(24} (注記事項) 記は商法上義務付けられ なければならない。

て い ない が,債 権 者 ・取 ①有価証券の評価方法

引先の便宜の観点か ら, ②棚卸資産の評価方法

注記を行 うことが望 まし ③固定資産の減価償却の

い 。」 方法

◎ 「中小企業の特性に鑑 ④受取手形割引額及受取

み,役 員と会社間の債権 手形裏書譲渡額

債務,担 保の提供,保 証 ⑤1株 当た りの当期利益

の有無等に関する情報を 又は当期損失の額

注記 す るこ とが望 まし ⑥資本の欠損額

い 。」 ⑦商法施行規則第124条

第1号 に規定する超過

額

⑧商法施行規則第124条

第3号 に規定する純資

産額

● 「中会社は,商 法施

行規則に定めるところ

に よ るが,小 会 社 も,

以下の事項を注記する

こ とが 望 ま しい 。」

〔以下略〕

20 記帳の基本的な ◎ 「会計帳簿の信頼性の ◎ 「会計帳簿の信頼性を

考え方 確保のため,信 頼性ある 確保するためには,適 時

(3) (記帳) 記帳が重要である。」 に行われた信愚性のある

◎ 「記帳は,整 然かつ明 記帳が重要である。この

瞭に,正 確かつ網羅的に 場合,記 帳は整然かつ明

行わなければならない。」 瞭に,正 確かつ網羅的に

◎ 「記帳は,適 時に行わ 行わなければな らない。」

な け れ ば な ら な い 。」 ●証票書類の作成,証

票書類と記録の速やか

な処理

●全取引記録 証拠書
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類 に基づき網羅的に。証

拠書類を整序 ・保存

●正確な帳簿,適 切な

勘定,取 引発生順,複

式簿記の原則。職務分

担 ・責 任 者 の 明確 さ

を 。

21 計算書類の開示 ◎ 「(計算書類 の開示の ◎ 「計算書類 は,定 時株

の基本的な考え 基本的な考え方) 主総会の承認後,遅 滞な

方 計算書類は,定 時株主 く,商 法 の 定 め る と こ ろ

(4) (計算 書 類 の 開 総会 の承 認後,遅 滞 な により公告 しなければな

示) く,商 法 の 定 め る と こ ろ らな い 。 こ の 場 合,公 開

により公告 しなければな を義務付けられている計

ら ない 。 算書類については,自 社

さらに,計 算書類の利 ホ ー ム ペ ー ジ等 に よる イ

用 者の ニーズ等 を勘 案 ン ター ネ ッ トに よ り不 特

し,資 金調達の多様化や 定多数の者に公開する。

取引先の拡大 を図るため さらに,計 算書類の利

にも,商 法上の公告 とし 用 者のニ ーズ等 を勘 案

て義務づけられている範 し,資 金調達の多様化や

囲以上の情報を積極的に 取引先の拡大を図るため

開示 す るこ とが望 まし にも,商 法上の公告 とし

い 。」 て義務付 けられている範

囲以上の情報を積極的に

開示 す るこ とが望 ま し

い 。」

●商法第283条 第5項

は貸借対照表のみ義務

づけだが,損 益計算書

の開示 を妨げない。

●計算書類の作成に中

小会社会計基準を尊重

す る 。

[II-24] [修正後発事象] ◎現行の会計基準一後発

事象のうち 「修正後発事

象については,計 算書類

を修 正す る必 要 があ

る。」(監 査上の取扱い)

◎中小会社は 「修正後発

事象 のうち重要性のある

ものについては計算書類

を修正する。」

注(1)最 左 列の1～21の 番号 とそれに対応する次列 の見 出は 「中小 企業庁報告書」の もの。

(2)同 じく(1)～(24)の 番号 と()付 きの見 出は 「日税 連基準 」の もの。

(3)同 じく[T-1]～[II-24]の 番号 と[]付 きの見 出は 「会計士協会報告」 の もの。

(4)「 日税連基準」 の● を付 した文は,「 運用指針」 と して添 え書 きされた もの。

(出所)中 小企業庁[20027,日 本税理士 会連合会[2002],お よび 日本公 認会計士協 会[2003]を 西川が纏 める。
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2-1中 小企業庁 「中小企業の会計に関する研究会報告書」の概要と特徴

「中小企業庁報告書」では,「1中 小 企業 の会計(総 論)」,「H中 小 企業の会計(各 論)」 「皿

記帳」,お よび 「IV計 算書類 の開示」 に分 けて中小企業のための会計指針 を記 している。1の 総

論部分 に 「目的」,「対象 となる会社」,お よび 「判断の枠組み」が記 され,ま た,Hの 各論部分

の最初の文章 も 「中小企業の計算書類作成の基本的考 え方」 となっていて,1とHの 冒頭 とを合

わせてs本 稿の1-1で 既述 した,こ の報告書の基本的な考 え方が述べ られている。

「II中 小企業 の会計(各 論)」 の部分で は,続 いて 「会計 方針 の変更」 につい て述べ,そ の後

に,個 別項 目等 に関す る会計処理 の指針 を記 している。 そこで取 り上 げ られている個別項 目等

は,「 金銭債権」,「貸倒 引 当金」,「有 価証券」,「棚 卸資 産」,「固定 資産」,「繰延 資産」,「引 当

金」,「退 職給与 引 当金 ・退 職給付 債務」,「リー ス取 引」,「費用 ・収 益 の計 上」,「経 過勘 定 項

目」,「税効果会計」,「キ ャッシュフロー計算書」,お よび 「注記事項」の14項 目である。

個別項 目等の会計処理指針では,金 銭債権お よび売買 目的以外の有価証券の時価 評価,や 金銭

債権 に対する償却原価法の採用な どについては 「す ることがで きる」 とい う容認事項 とし,税 効

果会計の採用は 「必要 な場合 には」 と条件 を付 し,キ ャッシュフロー計算書 を作成することや注

記 を行 うことが 「望 ましい」 とす るなど,「 過重負担 にな らない こと」 とい う基本的 な考 え方が

具体的 に活か されている。 また,税 法基準の考え方がか な り取 り入れ られて,「 実務 に配慮 した

もの」 となっている。 その一方で,現 行 「企業会計原則」の規定 に大幅 に準拠 している。

2-2日 本税理士会連合会 「中小会社会計基準」の概要と特徴

「日税 連 基 準 」 は,ま ず,「1.目 的」,「2.対 象 とな る会 社 」,「3.記 帳 」,「4.計 算 書 類 の 開

示 」,「5.計 算 書類 作 成 の基本 的考 え方 」,「6.会 計処 理 方法 の 選択 と変 更」,お よび 「7.時 価 の

意 義」 で 同基 準 の考 え方 の基 礎 を記 し,次 に8～24で 個 別項 目等 の 会計 処理 につ いて の基 準 を規

定 して い る 樋 し番号は 「日税連基準」の原文の まま)。

「日税 連基 準」 で 取 り扱 わ れ て い る個 別項 目等 は,「8.金 銭 債 権 」,「9.貸 倒 損 失 ・貸 倒 引 当

金 」,「10.外 貨建 取 引 ・外貨 建 資 産等 の換 算」,「11.有 価 証 券 」,「12.棚 卸 資産」,「13.固 定 資

産」,「14.の れ ん(営 業権)」,「15.繰 延 資産 」,「16.引 当金 」,「17.退 職 給与 引 当金 ・退 職給 付

債 務 」,「18.リ ー ス 取 引」,「19.収 益 ・費 用 の 計 上」,「20.経 過 勘 定 」,「21.資 本 金 ・剰 余

金 」,「22.税 効 果会 計 」,「23.キ ャ ッシ ュフ ロー計算 書 」,お よび 「24.注 記事 項 」 の17項 目で

あ る。

これ らの個 別 項 目等 に関す る基 準 は,上 記の 「中小企 業 庁報 告」 の もの と比べ る と,外 貨建 取

引 ・外 貨建 資産 等 の換 算,の れ ん(営 業権),お よ び資 本 金 ・剰 余 金 の規 定 が 追加 され て い る点

と,繰 延資 産 お よび退 職給 付 に関す る規 定 が詳 し くな ってい る点 と,税 効果 会計 につ い て重要 性

が低 い場 合 には 「採 用 す る必 要 が ない」 と明記 し,回 収不 確 実 な 「繰 延税 金 資 産 を計上 しない」
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としている点 と,そ して注記事項 として記載すべ き事項 を規定 している点 とを除けば,本 文の規

定に大 きな差 はない。 しか し,各 項 目毎 に 「運用指針」 とい う添 え書 きを付す ことにより,実 際

の 「計算書類作成等の規範 となる よう」 に(日 税連,2002.12.前 文),具 体性 をもたせ てある。そ

して 「運用指針」の規定には,法 人税法 に準拠 した り,同 施行令や基本通達の計算方法 を容認す

る ものが多い。

2-3会 計士協会 「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」の概要と特徴

「会計十協会報告」は,前 述の ように,「1中 小会社の会計のあ り方について」 と 「II個 別項

目の会計処理」の2部 構成 になっているが,Hで 取 り上 げられている個別項 目は以下の通 りであ

る。すなわち,「1.債 権金額 と取得価額の差額の処理」,「2.売 買 目的有価証券の処理」,「3.そ

の他有価証券 の処理」,「4.市 場価格のある有価証券 の減損処理」,「5.市 場価格のない有価証券

の減損処理」,「6.ゴ ルフ会員権の減損処理」,「7.た な卸資産の評価方法」,「8.た な卸資産の

評価損の計上方法」,「9.前 払費用,未 収収益,未 払費用及び前受収益 の会計処理」,「10.有 形

固定資産の減価 償却」,「11.租 税 特別措置法 に よる特 別償却」,「12.圧 縮記 帳」,「13.ソ フ ト

ウェアの会計処理」,「14.税 効果会計適用 の要否及び注記事項」,「15.繰 延税金資産の回収可能

性 について」,「16.繰 延資産の会計処理」,「17.研 究開発費の会計処理」,「18.賞 与引当金の計

上基準」,「19.貸 倒引当金の計上基準」,「20.退 職給付債務の計上基準」,「21.ヘ ッジ有効性 判

定の時期 ・頻度」,「22.リ ース取引の会計処理及 び注記」,「23.外 貨換算 の会計処理」,お よび

「24.修 正後発事象」 の24項 目である(通 し番号は 「会計士協会報告」の原文のまま)。「会計十協 会

報告」 は,見 出を細か くしてあるために,扱 い項 目数が 「日税連基準」 に比 して多い ように見 え

るが,「 日税連基準」にない項 目は ゴルフ会員権 とソフ トウェア と修正後発事象 だけである。逆

に 「日税 連基準」 にあるtの れん,収 益 ・費用 の計上,資 本金 ・剰 余金,お よびキ ャッシュ フ

ロー計算書に関す る項 目が 「会計士協会報告」 にはない。 また,「 日税 連基準」では独立の項 目

として設 けてい る注記に関する規定が,「 会計士協会報告」では各項 目に分散 している。

「会計士協会報告」 のこれ らの個別項 目に関す る規定で は,企 業会計審議会お よび企業会計基

準委員会が制定 した会計原則や会計基準お よびそれ らの実務指針 を 「現行 の会計基準」 として取

り上げ,中 小会社がそれ らの規定に よらずに簡便法 によることが容認 される場合 にその簡便法 を

記す とい う表現形式 になっている。 この点 は,前 記 の 「中小企 業庁報告書Jお よび 「日税連基

準」 と異 なっている。会計士協会がいわゆる 「シ ングルス タンダー ド論」の立場 を明言 している

こ とか らすれば,当 然 の表現形式 とはいい得 るだ ろう。 しか し,規 定 された簡便 法の内容 は,

「中小企業庁報告書」や 「日税連基準」 のもの と,結 果的に大 きな差のない もの となっている。
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3日 税連基準および会計士協会報告の性格と問題点

3-1日 本税理士会連合会 「中小会社会計基準」の性格と問題点

「日税連基準」 には,前 述 のように,「 この中小会社会計基準 は,… …実務 に定着す ることによ

り}商 法上の 「公正 なる会計慣行」又 は法人税法上の 「一般に公正妥当 と認め られ る会計処理の

基準」 として認 められることが期待 され」る と(日 税連,2002.12.前 文。「 」内も原文のまま)謳 わ

れてい る。そ して,「 日税連基準」の社会慣行化 を図るために 日税連 は,「 全会員に中小会社会計

基準 を配布する一方で中小企業庁 とタイアップ,商 工三団体 にその作成指導 と協力 を依頼 してい

く。また,国 民生活金融公庫 には,会 計基準にそ った計算書類が添付 された融資申込書に対する

配慮 をお願い し,賛 同を得ている。 さらに,信 用保証協会に も協力 を依頼 し,同 意 を得ている」

(r速報税理』2003.4.1,1頁)と い う。そ して,日 税連 は2003年3月1日 付 けで 「中小会社会計基

準適用 に関す るチェ ック リス ト」 を作成 して,イ ンターネッ トのホームペー ジ上 などで公開 して

いる。

この ように,「 日税連基準」の社会慣行化が図 られてい るが,会 計基準設定主体 としての 日税

連の正統性が曖昧であるのは問題であろう。 これは,ひ とり 「日税連基準」のみならず,後 にも

記すように,会 計基準 ・会計原則一般 に関す る日本の会計制度全体の問題 である といえるので は

ないだろ うか。 ただ,い ずれにしても,日 税連 は中小会社の会計基準 を設定 した自己の立場 を明

言 した方が良いのではないだろうか。

基準の内容 につ いては,税 法基準 に寄 り掛 り過 ぎているのが問題であろう。実務 に配慮するた

めに止む を得 ない面 もあるだろうし,「 会計基準 として合理性が認め られれば」(日 税連,2002.12,

前文)と い う限 定 が付 され て は い る。 しか し,「 な りふ り構 わ ぬ税 収 確 保 の た め」 に(中

村}2001,4頁)「 税法は1998年 の改正で 「課税べ0ス の拡大」 と称 して課税所得計算 のルールを

大幅 に変更 し」(中村,同 頁。r」 内も原文のまま),そ の傾向が続いている現状 で,法 人税法 の取

扱通達 まで 「参酌す ることに留意する」(日税連,前 掲文)と しているのは疑問である。む しろ,

かつ ての 「税法 と企業会計原則 との調整 に関す る意見書」(1952年,1966年)や 「企業会計原則 と

関係諸法令 との調整iに関する連続意見書」(1960～1962年)の ように,妥 当な会計処理 に基づ いて

課税所得計算 をす るように税法側 に働 きかけるべ きではないだろうか。

3-2会 計士協会 「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」の性格と問題点

「会計十協会報告」では,既 述 の ように,い わゆる シングル ・ス タンダー ド論 の立場 を強調

し,「 中小会社特有の会計基準 を別個 に設定する必要があ るとする……考 え方は採用 されるべ き

ではない」 と σICPA,2003,4頁),い わゆる ダブル ・ス タンダー ド論 を否定 している。 しか し・

そのような基本的な考 え方 自体 に疑 問を感 じざるを得 ない。 「会計十協会報告」は,冒 頭の 「中
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小会社の会計のあ り方の検討 の必要性」の部分で,英 国 ・米国の会計基準や国際会計十連盟の報

告が シングル ・ス タンダー ド論の立場 を採 っている という(JICPA,2003,2頁)。 しか し,同 報告

にもあ るとお りに英国では 「小規模事業体 に対す る財務報告基準」が制定 され ている。米 国で

は,会 計基準の もたらす影響が大会社 と小会社 とでは異 な りsそ こか ら生 じるマ クロ経済的帰結

の重大 さか ら,「小会社会計の問題別制度化か ら……小会社選好会計 の存続保証へ の重点以降が

観察 される」(高寺,2002,180-181頁)の である。

そ もそ も,日 本での状況 を論 じる前に海外の動向に依存するという発想 自体が問題である。 日

本の国情を無視 した英米流制度の導入が,英 国 ・米国での ように機能 しない ことは,例 えば政治

制度改革における小選挙区制導入をみる まで もな く,明 治以来の 日本の会計の歴史を検討すれば

明 白である。1949年 制定の 「企業会計原則」は当時の アメリカ会計原則 の強い影響 を受 け,最

近のいわゆる 「会計 ビッグバ ン」 は,「 自発的 な改革 でない ことか ら,… … 「アメ リカの圧力 に

屈 した改革」 とも評 され」 る(田 中,2003,17頁 。「 」内も原文のまま)こ とが ある ように,米 国

流の思考に基づ く会計原則 ・基準が大幅に導入 された。アメリカの会計制度は,会 計が本来 もつ

利害調整機能 と情報提供機能 との2つ の機能のうち,情 報提供機能が分離 されて制度化 された と

い う面がある。そ して,そ れは一方では,「 会計的 自由の確保 二公的統制反対 を唱 える財界 と…

…私的統制 をつ よ く求める会計士業界 との利害の共通性 を基盤に した力の作用 によって」形成 さ

れた(津 守,2002,86頁),公 的統制 を回避する手段であ り,他 方では,公 正 な証券市場 を育成す

る とい うマ クロ経済政策の一環であったのである。その ような歴史的認識や経済的 ・経営的環境

への考慮 を欠いた指針作 りや,証 券市場 を前提 とした米国流の会計基準 を株式非公開会社 にも一

律 に適用すべ きとする考え方 には問題がある。

「会計士協会報告」 は,シ ングル ・ス タンダー ド論 に立つ とはい うもの の,中 小 会社 向けの

「簡便法等」 を多 くの個別項 目に対 して設 ける ことによ り,結 果的 には 「中小企業庁報告書」や

「日税 連基 準」 と実質 的内容 に大差 のない もの となってい るこ とは,既 述 の通 りで ある。 した

が って,シ ングル ・ス タンダー ド論 の強調 はかえって誤解 と混乱 を与 えかねないのではないだろ

うか。「会計士協会報告」 が,敢 えて,シ ングル ・ス タンダー ド論 に固執 す る意 図が不明 であ

る。 また,税 法基準へ の 「配慮」 は,上 述 の 「日税 連基 準」 と同様 の問題 を抱 えている とい え

る。

会計基準設定主体 について 「会計士協会報告」は,「 中小会社 の会計基準のあ り方 を明確 にす

る必要がある場合 は,企 業会計基準委員会が行 うべ きもの」 と述べていて(同,2頁),企 業会計

基準委員会が,従 来の企業会計審議会 に代わって,今 後の唯一の会計基準設定主体 と考えている

ようである。 しか し,従 来,企 業会計審議会が設定 した 「企業会計原則」等が商法上の 「公正な

る会計慣行」 または法人税法上の 「一般に公正妥当 と認め られる会計処理の基準」 として充分に

認知 されて きた とは言 い難い。企業会計基準委員会 の基準設定主体 としての法的正統性は,企 業

会計審議会 よ りもむ しろ曖昧であ り,こ の点は米国のFASBな ど欧米の 「民 間」基準設定主体 と



非公開中小会社のための会計基準のあり方61

は全 く異なる(企 業会計基準委員会の運営母体である財団法人財務会計基準機構の1口20万 円の法人会費

が,上 場企業の34%か らしか集まらない(日 本経済新聞,2003.8.22)こ とは,上 場企業の6割 以上が本音で

は企業会計基準委員会の社会的正統性を認めたくないことを意味しているといえるのではないだろうか)。 ま

た,も し企業会計基準委員会が唯一の会計基準設定主体 であるの ならば,「 企業会計基準委員会

との協議 によるプロジェク トチーム」(JICPA,2003,2頁)の 成果であるこの 「会計十協会報告」

を会計士協会が独 自に公表 し,そ れに対する企業会計基準委員会か らの積極的な言及が見当たら

ないことは,奇 妙 に感 じられる。それはともか く,会 計基準設定主体 については,拙 本稿の考察

範囲を超えるが,日 本の会計制度全体 のあ り方の問題 として改めて検討 し直されるべ きではない

だろ うか。

おわ りに

本稿では以上のように,経 済産業省中小企業庁の公表 した 「中小企業の会計 に関す る研究報告

書」,日 本税理士会連合会 の発表 した 「中小会社会計基準」,お よび日本公認会計士協会の会計制

度委員会研究報告 第8号 「中小会社の会計のあ り方に関する研 究報告」の検討 を試みた。この三

者で示 された基本 的考え方や個別項 目等に関する会計処理方法の指針 ・基準は,考 え方の強調点

や計算方法の細部の点 においては違いがあるものの,大 筋 においては同様の もの となっている。

今後,中 小企業の会計実務は,こ れ らの指針 ・基準で提示 された会計処理方法 を考慮 して行わ

れるケースが増 えてい くだろうと思われるが,い ずれに して も,株 式非公 開の中小会社 の会計 に

関す る論議 は,ま だ,緒 に付いたばか りといえよう。 これか らは,中 小会社の会計の問題が会計

研究者 にも広 くとりあげられ,税 理士 ・公認会計士 などの会計専門職や学者 を包含する会計人の

みな らず,官 公庁や法曹界 の関係者 も含めて,中 小企業 の経営に関与す る人々の問で中小会社会

計 に関す る論議が発展 ・充実 してい くことが望 まれ る。そ して,中 小会社 の会計基準の重要性

が,ま ず,中 小企業の経営者 に理解 され,そ れを前提 として,適 正な会計処理 ・表示 を行ってい

る計算書類が金融機関関係者やその他の利害関係者に正 しく認知されるようになることを期待 し

て止 まない。

【資 料1

経 済 産 業 省 中 小 企 業 庁 ・中小 企 業 の 会 計 に 関 す る 研 究 会 「中 小 企 業 の 会 計 に 関 す る研 究 会 報 告 書 」,同 「「中

小 企 業 の 会 計 に 関 す る研 究 会 報 告 書 」 の 概 要 」,2002年6月,h://www.chushomete.goj/chu

top.heml

日 本 公 認 会 計 士 協 会(JICPA)・ 会 計 制 度 委 員 会 「中 小 会 社 の 会 計 の あ り方 に 関 す る 研 究 報 告(経 過 …報

告)」2002年6月10日,htt:〃www.jicpa.or.j/technicaltoicsreorts/ool%ool‐zoo30sa20z.df

(『JICPAジ ャー ナ ル 』2002年8月 号 に掲 載)

日本 公 認 会 計 士 協 会 「中小 会 社 の 会 計 の あ り方 に 関 す る研 究 報 告 」(会 計 制 度 委 員 会 研 究 報 告 第8号)2003
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ジャーナル』2003年7月 号に抜粋掲載)



62商 経 論 叢 第39巻 第2号(2003.11)
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